
○
逓
信
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
八
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

24

金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
及
び
簡
易
保
険
郵
便

年
金
福
祉
事
業
団
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

案

衆

元
、
二
、
二
二

元
、
五
、
一
七

　
　
（
予
）

元
、
六
、
二
〇

可
　
　
決

元
、
六
、
二
一

可
　
　
決

元
、
三
、
六

元
、
五
、
二
四

可
　
　
決

元
、
六
、
九

可
　
　
決

43

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
一
四

三
、
一
四

（
予
）

　
　
　
六
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

三
、
一
四

　
　
　
五
、
二
四

可
　
　
決

　
　
　
六
、
九

可
　
　
決

44

郵
便
為
替
法
及
び
郵
便
振
替
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

"

三
、
一
四

三
、
一
四

（
予
）

　
　
　
六
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

三
、
一
四

　
　
　
五
、
二
四

可
　
　
決

　
　
　
六
、
九

可
　
　
決

45

放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
一
四

五
、
三
一

（
予
）

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

五
、
一
九

　
　
五
、
二
五

可
　
　
決

　
　
六
、
九

可
　
　
決

46

簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参

三
、
一
四

三
、
一
四

　
　
　
六
、
一
六

可
　
　
決

　
　
　
六
、
一
九

可
　
　
決

三
、
一
四

（
予
）

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

47

郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
一
四

三
、
一
四

　
　
　
六
、
一
六　

可
　
　
決

　
　
　
六
、
一
九

可
　
　
決

三
．
一
四

（
予
）

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
二　

可
　
　
決　

59

電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

三
、
二
四

三
、
二
四

（
予
）

三
、
二
四

継
　
　
続
　
審
　
査

60

お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案

"

三
、
二
四

三
、
二
四　

（
予
）

三
、
二
四

継
　
　
続
　
　
審
　
査



国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

2

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承

認
を
求
め
る
の
件

衆

元
、
三
、
一
四

元
、
三
、
一
四

　
　
（
予
）

元
、
三
、
二
八

承
　
　
認

元
、
三
、
三
一

承
　
　
認

元
、
三
、
一
四

元
、
三
、
二
三　

承
　
　
認

元
、
三
、
二
四

承
　
　
認

Ｎ
Ｈ
Ｋ
決
算
（
二
件
）

備
考
欄
記
載
事
項
は
本
院
に
つ
い
て
の
も
の

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

日
本
放
送
協
会
昭
和
六
十
一
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

昭
和
六
三
、
一
、
二
二

（
第
百
十
二
回
国
会
）

昭
和

　
六
三
、
一
二
、
三
〇

昭
和

六
三
、
一
二
、
三
〇　

百
十
二
回
国
会

百
十
三
回
国
会

　
未
　
　
　
　
　
　
　　

了

日
本
放
送
協
会
昭
和
六
十
二
年
度
財
産
目
録
、
貸
借

対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
並
び
に
こ
れ
に
関
す
る
説

明
書

元
、
　
一
、
二
七

元
、
一
、
二
七

元
、
一
、
二
七

金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
及
び
簡
易
保
険
郵
便
年
金
福
祉
事
業
団

の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
四
号
）

要
旨

　
本
法
律
案
は
、
金
融
自
由
化
に
適
切
に
対
応
し
た
郵
便
貯
金
事
業

の
健
全
な
経
営
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計
の
金

融
自
由
化
対
策
資
金
か
ら
簡
易
保
険
郵
便
年
金
福
祉
事
業
団
に
資
金

を
寄
託
す
る
と
と
も
に
、
同
事
業
団
に
こ
の
資
金
を
国
債
等
の
有
価



証
券
の
取
得
、
預
貯
金
ま
た
は
金
銭
信
託
の
方
法
に
よ
り
運
用
さ
せ
、

こ
れ
に
よ
り
生
じ
た
利
益
を
郵
便
貯
金
特
別
会
計
に
納
付
さ
せ
る
よ

う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
逓
信
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
及
び
簡
易
保
険
郵
便
年
金

　
福
祉
事
業
団
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
は
、
金
融
自
由
化

　
時
代
に
お
け
る
郵
便
貯
金
事
業
の
健
全
な
経
営
の
確
保
に
資
す
る
た

　
め
、
郵
便
貯
金
特
別
会
計
の
金
融
自
由
化
対
策
資
金
か
ら
簡
易
保
険

　
郵
便
年
金
福
祉
事
業
団
に
資
金
を
寄
託
し
て
運
用
さ
せ
る
こ
と
に
よ

　
り
、
よ
り
有
利
な
資
金
運
用
を
図
る
こ
と
と
す
る
等
を
内
容
と
す
る

　
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
次
に
、
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金

　
の
預
金
者
の
利
益
の
増
進
等
の
た
め
、
郵
便
貯
金
の
預
入
限
度
額
の

　
引
き
上
げ
等
を
行
う
と
と
も
に
、
金
融
自
由
化
に
的
確
に
対
応
す
る

　　

た
め
、
従
来
、
政
令
で
定
め
て
い
る
郵
便
貯
金
の
利
率
に
つ
い
て
、

　
一
部
の
郵
便
貯
金
の
利
率
は
、
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
郵
政
大
臣
が

　
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
郵
便
為
替
法
及
び
郵
便
振
替
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
は
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、
郵
便

為
替
及
び
郵
便
振
替
の
料
金
体
系
を
簡
明
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の

料
金
の
法
定
制
を
緩
和
し
、
具
体
的
な
料
金
は
一
定
の
条
件
の
下
に

省
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
の
改
正
を
行
お

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
三
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、
金

融
自
由
化
時
代
に
お
け
る
郵
便
貯
金
の
あ
り
方
、
小
口
Ｍ
Ｍ
Ｃ
の
最

低
預
入
金
額
引
き
下
げ
の
見
通
し
、
定
額
貯
金
の
集
中
満
期
対
策
、

郵
便
局
の
送
金
決
済
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
ま
ず
金
融
自
由
化
対
策
資
金
の
運
用
及
び
簡
易

保
険
郵
便
年
金
福
祉
事
業
団
の
業
務
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
案
に

つ
い
て
諮
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
山
中
委
員

よ
り
本
案
及
び
郵
便
為
替
・
振
替
法
改
正
案
に
反
対
の
旨
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可

決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
諮



り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
大
森
理
事
よ
り
、
自
由
民
主
党
、
日
本
社
会
党
・
護
憲
共

同
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

新
党
・
参
議
院
の
会
、
二
院
ク
ラ
ブ
・
革
新
共
闘
の
各
派
共
同
提
案

に
係
る
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を

も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
郵
便
為
替
法
及
び
郵
便
振
替
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
に
つ
い
て
諮
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
採
決
の
結
果
、
本
案
は
多
数

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

郵
便
貯
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
郵
便
貯
金
の
預
金
者
の
利
益
の
増
進
等
の
た
め
、

　
貯
金
総
額
の
引
き
上
げ
等
を
行
う
と
と
も
に
、
金
融
自
由
化
に
的
確

　
に
対
応
す
る
た
め
、
従
来
、
政
令
で
定
め
て
い
る
郵
便
貯
金
利
率
に

　
つ
い
て
、
一
部
の
郵
便
貯
金
の
利
率
は
、
市
場
金
利
を
勘
案
し
て
郵

　
政
大
臣
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
行
お
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
郵
便
貯
金
の
一
の
預
金
者
の
貯
金
総
額
を
五
百
万
円
か
ら
七
百

　
万
円
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

二
、
政
令
で
定
め
る
定
期
郵
便
貯
金
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
り
市
場
金
利
を
勘
案
し
郵
政
大
臣
が
定
め
る
利
率
に

　
よ
っ
て
、
利
子
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

三
、
政
令
で
定
め
る
定
期
郵
便
貯
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
金
の
利
率

　
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
郵
政
大
臣
が
定

　
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

四
、
郵
便
貯
金
を
担
保
と
す
る
貸
付
金
及
び
そ
の
利
子
の
弁
済
に
つ

　
い
て
、
現
金
だ
け
で
な
く
一
定
の
証
券
等
に
よ
っ
て
も
弁
済
が
で

　
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

五
、
本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲

　
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
貯
金
総
額
の
引
き
上
げ
に
関
す
る
規
定
は
、
平
成
二
年
一
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照



郵
便
為
替
法
及
び
郵
便
振
替
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

四
四
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
金
融
自
由
化
及
び
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
化
の
進
展

　
等
に
対
応
し
、
利
用
者
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
等
を
図
る
た
め
、

　
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
の
料
金
の
体
系
を
簡
素
化
し
、
利
用
者
に

　
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
も
の
に
改
善
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
料
金
の

　
法
定
制
を
緩
和
し
、
具
体
的
な
料
金
は
一
定
の
条
件
の
下
に
省
令
で

　
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
一
二
四
ペ
ー
ジ
参
照

放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
五
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
放
送
の
円

　
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
受
託
放
送
事
業
者
及
び
委
託
放
送
事
業

　
者
に
関
し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
受
託
国
内
放
送
を
す

る
無
線
局
の
免
許
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
、
あ
わ
せ
て
、
放
送
番

組
の
収
集
、
保
管
等
の
業
務
を
行
う
法
人
に
関
し
所
要
の
措
置
を
定

め
る
ほ
か
、
日
本
放
送
協
会
の
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
規
定
を
整

備
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で

あ
る
。

一
、
放
送
法
の
一
部
改
正

（一）　

受
託
放
送
事
業
者
は
、
委
託
放
送
事
業
者
か
ら
、
そ
の
放
送

番
組
に
つ
い
て
放
送
の
委
託
の
申
し
込
み
を
受
け
た
と
き
は
、

正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
受
託
放
送
役
務
の
提
供
条
件
に
つ
い
て

一
定
の
提
供
条
件
を
定
め
、
郵
政
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（二）　

委
託
放
送
業
務
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
一
定
の
基
準
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
郵
政
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
郵
政
大
臣
は
、
委
託

放
送
事
業
者
が
こ
の
法
律
ま
た
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若

し
く
は
処
分
に
違
反
し
た
と
き
は
、
三
ヵ
月
以
内
の
期
間
を
定

め
て
委
託
放
送
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

（三）　

郵
政
大
臣
は
、
放
送
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と



し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
法
人
で
あ
っ
て
、
放
送
番
組
を
収
集
し
、

保
管
し
、
及
び
公
衆
に
視
聴
さ
せ
る
こ
と
等
の
業
務
を
適
正
か

つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、
全
国

に
一
を
限
っ
て
、
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
と
し
て
指
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（四）　

日
本
放
送
協
会
は
、
一
定
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
自
ら
定
め

　
　
る
基
準
に
従
う
場
合
に
限
り
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
委
託
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
監
事
は
、
そ
の
職

　
　
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
子
会
社
に
対
し
、
営
業

　
　
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二
、
電
波
法
の
一
部
改
正

　
　
受
託
国
内
放
送
を
す
る
無
線
局
の
免
許
を
与
え
な
い
事
由
を
定

　
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
放
送
法
及
び
電
波
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
人
工
衛
星
の
無
線
局
に
よ
り
行
わ
れ
る
放
送
の
円

　
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
、
受
託
放
送
事
業
者
及
び
委
託
放
送
事
業

者
に
関
し
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
放
送
番
組
の
収
集
、

保
管
な
ど
の
業
務
を
行
う
法
人
に
関
し
所
要
の
措
置
を
定
め
る
ほ
か
、

日
本
放
送
協
会
の
業
務
の
委
託
な
ど
に
関
す
る
規
定
を
整
備
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
放
送
の
将
来
見
通
し
、
放
送
事
業
者

の
自
主
性
の
確
保
、
放
送
番
組
セ
ン
タ
ー
の
円
滑
な
運
営
の
あ
り
方

な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
日
本
共
産
党
山
中
委
員
よ
り
人
工
衛
星
に
よ
る

放
送
に
関
す
る
部
分
を
削
除
す
る
旨
の
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て

山
中
委
員
よ
り
、
原
案
に
反
対
す
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
修
正
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否

決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
案
に
対
し
、
委
託
放
送
事
業
者
の
番
組
編
集
の
自
由
の

確
保
、
放
送
の
調
和
あ
る
発
展
な
ど
五
項
目
か
ら
な
る
附
帯
決
議
案

が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と

に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
六

号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
保
険
需
要
の
動
向
に
か
ん
が
み
、

　
簡
易
生
命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
を
図
ろ
う
と

　
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
現
行
法
で
は
保
険
期
間
中

　
に
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
と
き
に
保
険
金
を
支
払
う
掛
け
捨
て
式
の

　
保
険
の
み
で
あ
る
定
期
保
険
に
つ
い
て
、
被
保
険
者
の
生
存
中
に
も

　
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
生
存
保
険
付
定
期
保
険
の
制
度
を

　
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
逓
信
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
簡
易
生
命
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
簡
易

　
生
命
保
険
の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
現

　
行
法
で
は
保
険
期
間
内
に
被
保
険
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
限
り
保
険

　
金
を
支
払
う
掛
け
捨
て
式
の
保
険
の
み
で
あ
る
定
期
保
険
に
つ
い
て
、

　
被
保
険
者
の
生
存
中
に
保
険
期
間
内
の
一
定
期
間
が
満
了
し
た
場
合

　
に
も
、
保
険
金
の
支
払
い
を
す
る
定
期
保
険
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
す
る
等
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
郵
便
年
金

の
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
を
図
る
た
め
、
年
金
受
取
人

の
疾
病
及
び
傷
害
に
つ
い
て
、
給
付
金
の
支
払
い
を
す
る
傷
害
特
約

及
び
疾
病
傷
害
特
約
の
制
度
を
設
け
る
た
め
の
改
正
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
二
法
律
案
を
一
括
し
て
審
査
し
、
簡

易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
の
今
後
の
あ
り
方
、
郵
便
年
金
の
加
入

限
度
額
の
引
き
上
げ
、
国
民
の
自
助
努
力
に
対
す
る
税
制
優
遇
措
置

の
充
実
、
生
涯
保
障
商
品
の
開
発
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行

わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
別
に
討
論
も
な
く
、
二
法
律
案
に
つ
い
て
順
次

採
決
の
結
果
、
い
ず
れ
も
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す

べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

郵
便
年
金
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
七
号
）

要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
年
金
需
要
の
動
向
に
か
ん
が
み
、



郵
便
年
金
加
入
者
に
対
す
る
保
障
内
容
の
充
実
を
図
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
、
年
金
受
取
人
の
疾
病
及
び
傷
害
に

つ
い
て
給
付
金
の
支
払
い
を
す
る
傷
害
特
約
及
び
疾
病
傷
害
特
約
の

制
度
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
前
ペ
ー
ジ
参
照

放
送
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件

　
（
閣
承
認
第
二
号
）

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
承
認
案
件
に
つ
き
ま
し
て
、
逓
信

　
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
件
は
、
日
本
放
送
協
会
の
平
成
元
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画

　
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

　
あ
り
ま
す
。

　
　
収
支
予
算
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
受
信
料
に
つ
き
ま
し
て
は
、
消
費
税
転
嫁
に
伴
う
改
定
を

　
行
う
こ
と
と
し
、
現
行
の
カ
ラ
ー
契
約
月
額
千
四
十
円
を
千
七
十
円

に
改
め
る
な
ど
の
ほ
か
、
新
た
に
衛
星
カ
ラ
ー
契
約
月
額
二
千
円
な

ど
の
衛
星
料
金
を
含
む
受
信
料
を
八
月
か
ら
設
定
す
る
な
ど
と
し
て

お
り
ま
す
。

　
一
般
勘
定
事
業
収
支
に
お
き
ま
し
て
は
、
事
業
収
入
は
三
千
九
百

十
四
億
三
千
万
円
、
事
業
支
出
は
四
千
五
十
六
億
九
千
万
円
と
な
っ

て
お
り
、
こ
の
事
業
収
支
の
不
足
額
百
四
十
二
億
六
千
万
円
は
長
期

借
入
金
を
も
っ
て
補
て
ん
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
債

務
償
還
に
必
要
な
資
金
百
七
億
六
千
万
円
に
つ
き
ま
し
て
は
、
長
期

借
入
金
を
も
っ
て
措
置
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
事
業
計
画
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
重
点
を
公
正
な
報
道
と
豊
か

な
放
送
番
組
の
提
供
、
衛
星
放
送
の
普
及
促
進
、
国
際
放
送
の
受
信

改
善
、
新
受
信
料
体
系
の
定
着
な
ど
に
置
い
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
本
件
に
は
、
お
お
む
ね
適
当
で
あ
る
旨
の
郵
政
大
臣
の
意

見
が
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
受
信
料
が
消
費
税
の
課
税
対
象
と
な

る
理
由
、
ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
お
け
る
公
共
放
送
の
役
割
、
長

期
的
展
望
に
立
っ
た
経
営
方
策
の
確
立
、
衛
星
放
送
の
有
料
化
及
び

補
完
機
打
ち
上
げ
の
是
非
な
ど
の
諸
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
・



護
憲
共
同
を
代
表
し
て
及
川
委
員
か
ら
反
対
、
自
由
民
主
党
を
代
表

し
て
岡
野
理
事
か
ら
賛
成
、
公
明
党
・
国
民
会
議
を
代
表
し
て
鶴
岡

委
員
か
ら
反
対
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
山
中
委
員
か
ら
反
対
す

る
旨
の
意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
承

認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
件
に
対
し
、
大
森
理
事
よ
り
、
放
送
の
不
偏
不
党
の
堅

持
、
計
画
的
な
経
営
方
策
の
策
定
な
ど
七
項
目
か
ら
成
る
附
帯
決
議

案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ

と
に
決
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




